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国分寺駅北口駅前広場の運用に関してのアンケート調査を実施国分寺駅北口駅前広場の運用に関してのアンケート調査を実施
　工事中の国分寺駅北口駅前広場に、市民交流の場として
使用できるイベント広場・オープンスペースを設置し、条
例を制定して効果的な運用を行うための検討を進めていま
す。運用と条例の制定にあたり、皆さんの意見を伺うため
アンケート調査を実施します。

t�市内在住・在勤・在学・在活の個人または団体、市に納
税義務のある方
配�布・募集期間6月15日（月）～30日（火）
配�布場所駅周辺整備課（市役所第5庁舎）、各公民館・図書館、
本多図書館駅前分館、国分寺市案内所（ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ ＷＥＳ
Ｔ1階）、ｃｏｃｏｂｕｎｊｉプラザ（同5階）、アクティ・ココブ
ンジ（ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ ＥＡＳＴ3階）情報公開センター（国分
寺駅北口）

回�答方法市ＨＰの専用フォームからまたはアンケート用紙
を、v（042）323-9060・akaｉtｏ_ekｉmaehｉrｏｂa@ｃｉty.
kｏkｕｂｕｎｊｉ.tｏkyｏ.ｊpまたは郵送（必着、切手・記名は不
要）で〒185-8501駅周辺整備課へ

z�アンケート結果は後日公開。いただいた意見への直接回
答は行いません →駅周辺整備課（内264）

（仮称）国分寺駅北口駅前広場条例の概要
目的
　令和2年12月に完成予定の国分寺駅北口駅前広場
に関して、交通基盤の充実や、市の玄関口にふさわ
しい象徴性を持たせ、市民交流の場や、利用者に対
する情報発信の場として、多面的に活用するために
必要な運用を定めるため制定。
内容
◯�駅前広場内のルール・禁止行為
◯�イベント広場を使用するために必要な手続きなど
◯�イベント広場やオープンスペースを利用するうえ
で必要な使用料など
◯�その他、駅前広場の管理・運用に必要な事項
アンケートの主な内容
◯ルール制限事項の設置
◯使用料の徴収
◯イベント広場での開催が望ましい催し
◯駅前広場に期待すること
◯その他の意見・要望
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t�次の①～⑤のいずれかに該当する方や団体
①市内在住②市内在勤または在学③市内で
事業活動や公益的な活動をしている④本市
に納税義務がある⑤当該案件に利害関係が
ある
公�表・募集期間
　6月15日（月）～7月14日（火）
公�表場所まちづくり計画課（市役所第2庁舎）、
オープナー（同附属棟）、ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ市民
サービスコーナー（ｃｏｃｏｂｕｎｊｉ ＷＥＳＴ5
階）、国立駅前市民サービスコーナー（国立
駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内）、
各公民館・地域センター、恋ケ窪・光図書館、

本多図書館駅前分館、福祉センター、市ＨＰ
※閉庁日・閉館日にご注意ください。
提�出方法意見に件名・住所・氏名（団体の場合は
名称・代表者名・事務所等の所在地）、対象の
①～⑤のうち該当する番号を明記し、郵送
（必着）・v（042）324-0160・amaｃhｉkeｉka�
kｕ@ｃｉty.kｏkｕｂｕｎｊｉ.tｏkyｏ.ｊpまたは直接
〒185-8501まちづくり計画課へ※市外在
住の方は、市内の勤務先・通学先、事業・公益
的な活動内容などを併記してください
z�いただいた意見は検討し、その概要とそれ
に対する市の考え方を後日公表します。直
接回答は行いません

→まちづくり計画課（内455）

　準工業地域が指定されている東恋ヶ窪エリア（一丁目～五丁目の各一部）（下図参照）で住工
共存の良好な市街地環境の形成等を図るため、都市計画法に基づく特別用途地区（＊）である住
工共存地区を定めたことに伴い、建築物の制限に関する条例案を作成しました。この案に関して、
広く市民の皆さんの意見を伺うため、パブリック・コメント（意見提出手続）を実施します。
（＊）�用途地域内の一定の地区で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の

特別の目的の実現を図るため、特定の建築物の用途等を制限または緩和することで当該用途
地域を補完する地区

住工共存地区内における
建築物の制限に関する条例（案）への

パブリック・コメント（意見提出手続）の実施

意見募集

条例（案）の概要
○�制限される建築物（下記参照）でも、住環境を害するおそれがない、または公益上やむを得ないと市長が
認めた場合は、建築等が可能
○�条例施行時にすでにある建築物は適用除外。また、一定の条件（床面積が基準時の1.2倍など）ならば増築可
○�過半が住工共存地区に属するときは敷地のすべてに適用
○�違反した建築主・所有者・管理者・占有者等は50万円以下の罰金
住工共存地区内の建築物の制限（概要）

種類 制限される建築物（概要）
第一種

住工共存地区
住環境への影響が大きい工場や
大規模な店舗・事務所、遊戯施
設等

第二種
住工共存地区

住環境への影響が大きい工場や
遊戯施設等

第三種
住工共存地区

住環境に影響を与える遊戯施設
等

※�上記内容は、3月13日に「国分寺都市計画特別用途
地区住工共存地区」として決定済み
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第二種
住工共存地区
第二種
住工共存地区

第一種
住工共存地区
第一種
住工共存地区

第三種
住工共存地区
第三種
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（都市計画を決定
　した範囲）
（都市計画を決定
　した範囲）




